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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】一つの物質及びアプリケータをその包装物から
、容易に取り出せる様にする。
【解決手段】少なくとも１つの物質およびアプリケータ
７を受け入れるための易引裂き性包装に関して、この易
引裂き性包装は、フィルム状のキャリヤ２を備え、これ
には、一方側で開いた少なくとも１つの凹部（４ａ、４
ｂ）が形成され、一つのチャンバを形成するためにカバ
ーフィルム３により密封される。さらに、キャリヤ２と
カバーフィルム３との間に形成される溝５ａ、５ｂを備
え、溝には、アプリケータ７がキャリヤ２およびカバー
フィルム３によって完全に包囲され、引き裂き補助部と
して引き裂きタブ１０が設けられる。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも１つの物質（６）およびアプリケータ（７、７’ 、７’’、７’’’ 、１
１）を受け入れるための易引裂き性包装であって、
　カバーフィルム（３）により外部に対して密封可能であると共に、少なくとも１つのチ
ャンバを形成するために一方側が開いた少なくとも１つの凹部（４ａ、４ｂ）が形成され
ている、例えばフィルム状のキャリヤ（２）を備えており、
　前記キャリヤ（２）と前記カバーフィルム（３）との間に形成される溝（５ａ、５ｂ）
を備えており、
　前記溝（５ａ、５ｂ）には、前記アプリケータ（７、７’ 、７’’、７’’’ 、１１
）が前記アプリケータ（７、７’ 、７’’、７’’’ 、１１）が少なくとも部分に収容
され、前記キャリヤ（２）および前記カバーフィルム（３）によって完全に包囲されるよ
うになっており、
　前記キャリヤ（２）および／または前記カバーフィルム（３）における前記溝（５ａ、
５ｂ）には、包装の既定の開封のための引裂き補助部が設けられており、
　前記引裂き補助部は、前記キャリヤ（２）または前記カバーフィルム（３）と一体に形
成された少なくとも１つの引裂きタブ（１０）を含み、
　前記キャリヤ（２）と前記カバーフィルム（３）との間の結合は、前記引裂きタブ（１
０）の反対側に位置する領域（Ｂ）に比べて、前記引裂きタブ（１０）の領域（Ａ）にお
いて脆弱である、易引裂き性包装。
【請求項２】
　前記引裂きタブ（１０）の前記領域（Ａ）における、切断部のような脆弱部（９ａ、９
ｂ）が、前記引裂きタブ（１０）と一体に形成された前記キャリヤまたは前記カバーフィ
ルムの材料にだけ設けられるのに対し、
　前記引裂きタブ（１０）の反対側に位置する前記領域（Ｂ）における、凹部のような脆
弱部（８ａ）が、前記キャリヤ（２）および前記カバーフィルム（３）に設けられること
を特徴とする、請求項１に記載の包装。
【請求項３】
　前記脆弱部（８ａ、９ａ）は、互いに対向して配置されると共に、前記溝（５ａ、５ｂ
）の、前記凹部（４ａ、４ｂ）の方に面する側で前記引裂きタブ（１０）に当接すること
を特徴とする、請求項１または２に記載の包装。
【請求項４】
　前記キャリヤ（２）と前記カバーフィルム（３）との間の結合が、前記引裂きタブ（１
０）の前記領域（Ａ）において包装の外端にまで及ばないことを特徴とする、請求項１～
３のいずれか１項に記載の包装。
【請求項５】
　前記切断部のような前記脆弱部（９ａ、９ｂ）が、前記引裂きタブ（１０）と一体に形
成された前記キャリヤ（２）または前記カバーフィルム（３）の材料にだけ、前記溝（５
ａ、５ｂ）の長手方向で前記引裂きタブ（１０）の両側に設けられることにより、前記溝
（５ａ、５ｂ）の長手方向に並んだ２つの脆弱化領域（８、９）が形成されることを特徴
とする、請求項１～４のいずれか１項に記載の包装。
【請求項６】
　前記溝（５ａ、５ｂ）の少なくとも一方側で、前記キャリヤ（２）または前記カバーフ
ィルム（３）における前記脆弱部が、他方の要素（３、２）における脆弱部よりも強力に
画成されていることを特徴とする、請求項１～５のいずれか１項に記載の包装。
【請求項７】
　前記溝（５ａ、５ｂ）の両側に、前記溝（５ａ、５ｂ）の長手方向に並んだ２つの脆弱
化領域（８、９）がそれぞれ設けられることを特徴とする、請求項１～６のいずれか１項
に記載の包装。
【請求項８】
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　２つのチャンバの間に、かつ／またはチャンバと前記溝（５ａ、５ｂ）との間に、一方
のチャンバからもう一方のチャンバまたは溝（５ａ、５ｂ）に物質を移送するための放出
溝が設けられており、前記放出溝は、圧力の印加を受けて所要の破壊点により前記チャン
バの少なくとも１つに対し開くことを特徴とする、請求項１～７のいずれか１項に記載の
包装。
【請求項９】
　前記アプリケータ（７、７’ 、７’’、７’’’ 、１１）が円錐形部分（７ｄ）を備
え、前記溝（５ａ、５ｂ）は特に前記引裂き補助具に隣接する部分において漏斗形に構成
されており、前記溝（５ａ、５ｂ）が前記アプリケータによって密封可能であることを特
徴とする、請求項１～８のいずれか１項に記載の包装。
【請求項１０】
　前記アプリケータ（７、７’ 、７’’、７’’’ 、１１）の外面および前記溝（５ａ
、５ｂ）の内面に、前記溝（５ａ、５ｂ）への前記アプリケータ（７、７’ 、７’’、
７’’’ 、１１）の脱着可能な固定のために互いへと割り当てられた保持手段（５ｃ、
７ｃ）が設けられていることを特徴とする、請求項１～９のいずれか１項に記載の包装。
【請求項１１】
　前記アプリケータ（７、７’ 、７’’、７’’’）が、細長い柄（７ａ）と、好まし
くは絵筆状またはスポンジ状の頭部（７ｂ）を有することを特徴とする、請求項１～１０
のいずれか１項に記載の包装。
【請求項１２】
　前記アプリケータ（７、７’ 、７’’、７’’’）の前記柄（７ａ）が前記溝（５ａ
、５ｂ）に収容され、前記アプリケータ（７、７’ 、７’’、７’’’）の前記頭部（
７ｂ）がチャンバに収容されることを特徴とする、請求項１１に記載の包装。
【請求項１３】
　前記アプリケータ（１１）がチューブまたはミキサーであり、少なくとも１つの物質を
放出するために設けられた前記アプリケータ（１１）の端（１１ａ）が、少なくとも１つ
の前記チャンバとは反対を向いていることを特徴とする、請求項１～９のいずれか１項に
記載の包装。
【請求項１４】
　前記引裂きタブ（１０）は、前記溝（５ａ、５ｂ）の長手方向に垂直に前記キャリヤ（
２）または前記カバーフィルム（３）上で折り畳まれ、前記引裂きタブ（１０）はその自
由端が前記キャリヤ（２）および前記カバーフィルム（３）の上にある状態で突出するこ
とを特徴とする、請求項１～１３のいずれか１項に記載の包装。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、少なくとも１つの物質およびアプリケータを受けるための易引裂き性包装（
tearable packaging）に関する。この易引裂き性包装は、カバーフィルムにより外部に対
して密封可能であると共に、少なくとも１つのチャンバ（chamber）を形成するために一
方側が開いた少なくとも１つの凹部が形成されている、例えばフィルム状のキャリヤを備
え、さらに、キャリヤとカバーフィルムとの間に形成され、アプリケータがキャリヤおよ
びカバーフィルムによって完全に包囲されるようにアプリケータが少なくとも部分に収容
される、溝を備える。
【背景技術】
【０００２】
　このような包装は特許文献１から知られている。この既知の包装を開封するには、包装
の一端を引裂くか、または切離さなければならず、キャリヤとカバーフィルムの両方を切
断しなければならない。このようにして、チャンバとは反対を向いたアプリケータの端を
手にとることができるようになる。包装の一端の引裂きを助ける切欠き等を備えることは
、引裂かれる端にいかなるアプリケータ等も配置されていない場合に適するにすぎない。
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そうでない場合には、アプリケータにより引裂きの進行が妨げられ、開封が難しくなるだ
ろう。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】国際公開第２００４／０４１１０７Ａ２号パンフレット（ＥＰ１５５５９
５２）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　この従来技術から出発し、本発明の目的は、細長い柄を有するアプリケータに特に適す
ると共に、特に単純で迅速な開封が可能な、冒頭に明記した形式の包装を提供することで
ある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　この目的は、少なくとも１つのチャンバに面するキャリヤおよび／またはカバーフィル
ムの溝の区域において、包装の既定の開封のための引裂き補助具を設けることによって、
本発明により実質的に達成される。この引裂き補助具は、溝の長手方向で前後に並んで配
置された２つの脆弱化領域を有する。このため、２つの脆弱化領域の間で包装を把持して
既定の様態で引裂くことが可能であり、２つの脆弱化領域の間に位置する包装の部分全体
を引裂くことができる。このように、包装の２つの脆弱化領域の間の部分は引裂き帯の働
きをし、これによって、引裂き帯を除去すると包装は２つの部分に分かれる。これによっ
てアプリケータの細長い柄を包囲する部分を容易に取除くことができるので、アプリケー
タがアクセス可能となり、アプリケータによって少なくとも１つの物質を包装から取出す
ことができる。
【０００６】
　キャリヤとカバーフィルムとの間の溝は、この場合、キャリヤおよび／またはカバーフ
ィルムにおける陥凹部として構成することができる。または、これは例えばこれらの一方
を他方の上に置いて、これらを互いに溶接または密封することによって形成することがで
きる。
【０００７】
　本発明の好ましい実施形態によれば、脆弱化領域は、切込み、ミシン目、切欠き点、先
細りにされた材料部分等によって形成される。この場合、２つの脆弱化領域は、例えばど
ちらも切込み、といったように同じ脆弱部を有する必要はない。むしろ、脆弱化領域の各
々は、２つの脆弱化領域間に位置する包装の部分を引裂くために、既定の引裂きをはじめ
ることができるようにして構成されていれば十分である。キャリヤまたはカバーフィルム
の脆弱部が、それぞれ他方の要素における脆弱部よりも強力に画成されていると特に有利
であることがわかっている。このように、引裂きはじめは、例えばカバーフィルムにおい
て助けられるだけであり、これによってカバーフィルムをキャリヤからより効果的に取外
すことができる。このように、例えばカバーフィルムの切込みは、引裂きはじめを助ける
ようにキャリヤの切込みよりも深くすることができる。
【０００８】
　上述の特徴にかかわらず、本発明は、キャリヤまたはカバーフィルムと一体に形成され
た少なくとも１つの引裂きタブを有する引裂き補助具を備えており、キャリヤとカバーフ
ィルムとの間の結合部は引裂きタブの反対側に位置する領域に比べて引裂きタブの領域に
おいて脆弱である、請求項１による包装に向けられている。好ましくは、シーリング、接
着、溶接等とすることができるキャリヤとカバーフィルムとの間の結合は、引裂きタブの
領域において、包装の別の領域に比べて脆弱である。そして、キャリヤとカバーフィルム
との間の結合は、包装の別の領域に比べると、引裂きタブの反対側に位置する領域で同等
であるかまたはより強力である。このように、引裂きタブの反対側に位置する領域の結合
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は、少なくともそのような包装の通常の開封から生じる力で剪断または手で別様に分離さ
れないはずである。
【０００９】
　好ましい実施形態によれば、引裂きタブの領域における切断部のような脆弱部は、引裂
きタブと一体に形成された材料、すなわちキャリヤまたはカバーフィルムにだけ設けられ
るのに対し、引裂きタブの反対側に位置する領域における凹部のような脆弱部は、キャリ
ヤおよびカバーフィルムに設けられる。前記脆弱部は互いに対向して配置することができ
、すなわちそれらは溝の縦方向で見て凹部に面する側で引裂きタブに当接して配置される
。
【００１０】
　さらに、キャリヤとカバーフィルムとの間の結合は、引裂きタブの領域で包装の外端（
境界）まで及んでいないことが好ましい。言い換えれば、引裂きタブの領域において、キ
ャリヤとカバーフィルムとの間には隙間を設けることができる。
【００１１】
　引裂きタブと一体に形成された材料にだけ、すなわちキャリヤまたはカバーフィルムに
おいて、溝の長手方向で前後に並んで位置する２つの脆弱化領域が形成されるように、切
断部のような脆弱部が、溝の長手方向で引裂きタブの両側に設けられると有利である。
【００１２】
　２つの脆弱化領域の間に位置する部分を引裂くことによる包装の開封は、溝の長手方向
で前後に並んで位置するそれぞれ２つの脆弱化領域を溝の両側に設けることによって、さ
らに容易となる。しかし、これらの付加的な脆弱化領域は、また、例えば、包装の幅が極
めて小さい場合、かつ／またはキャリヤおよび／またはカバーフィルムの材料が特に容易
に切断できる場合には、省いてもよい。
【００１３】
　輸送および貯蔵の間、少なくとも１つの物質とアプリケータとを密に封鎖するため、す
なわち、物質の漏れだけでなくバクテリアまたは汚染物質の侵入を防ぐために、キャリヤ
およびカバーフィルムは互いに好適に密封される。この場合、密封は、例えば接着または
溶接のように、カバーフィルムへのキャリヤのいずれかの適切な接合として理解される。
【００１４】
　溝の一方側の引裂き補助具の区域においての密封が、溝の反対側におけるよりも脆弱に
なるように構成することによって、包装の開封はさらに容易となる。これにより、引裂き
開始が起こる側ではキャリヤおよびカバーフィルムが互いに容易に分離されるが、反対側
ではキャリヤおよびカバーフィルムが互いに堅固に接着され、包装の、２つの脆弱化領域
の間に位置する部分全体が、引裂き帯のように完全に分離できるようになる。溝の少なく
とも１部分におけるキャリヤのカバーフィルムへの異なる強さの結合は、２つの脆弱化領
域による引裂き補助具を備えることにも関わらず、本発明の本質的な特徴である。
【００１５】
　本発明のさらなる実施形態によれば、キャリヤまたはカバーフィルムとの一体品である
少なくとも１つの引裂きタブが、前後に並んで位置する脆弱化領域の間に設けられる。ま
た、キャリヤおよびカバーフィルムの両方は、少なくとも１つの引裂きタブをそれぞれ備
えることができる。この引裂きタブは、例えばキャリヤとの一体品である場合にはカバー
フィルムと接合されていない部分として構成されてもよく、またはその逆でもよい。この
ように、例えば引裂きタブは、包装を開封するために把持するのが特に容易である突出領
域とすることができる。引裂きタブはまた、包装を開封するために引離されるキャリヤお
よびカバーフィルムの両方に設けることができる。２つの引裂きタブを、キャリヤおよび
カバーフィルムの両方に設けた場合、キャリヤおよびカバーフィルムは特に容易に把持す
ることができ、剥離可能な様態で好適に引離すことができる。このように、包装は両側か
らの１度の引張りで引裂くことができるので、露出したアプリケータは（複数の）チャン
バを有する包装部分とともに、例えばテーブルといった適格な支持上に落下することがで
きる。
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【００１６】
　代替的にまたは付加的に、引裂き帯または引裂き糸を包装に組み込むことができる。こ
れにより、包装は、部分で、引裂き帯または引裂き糸によって画成される線に沿って引裂
くか、または引離すことができる。この目的のため、引裂き帯または引裂き糸が、キャリ
ヤおよび／またはカバーフィルムの上に突出していてもよい。
【００１７】
　前述の包装の開封は、まず、実質的にアプリケータを露出させるか、またはそれを手に
とるために使用される。従って、包装に収容された少なくとも１つの物質は、必ずしもま
た自由に手にとれなくてもよい。むしろ、１つのチャンバから別のチャンバに物質を移送
するための放出溝が２つのチャンバの間に設けられると好ましい。放出溝は、圧力の印加
を受け、所要の破壊点によってチャンバのうちの少なくとも１つに対して開く。この所要
の破壊点は、例えば剥離可能な領域、脆弱化シーリングを有する領域等とすることができ
る。このように、溝の２つの脆弱化領域間の包装の部分を引裂いた後でも、物質ははじめ
はチャンバ内に密封態様で依然収容されている。
【００１８】
　本発明の好ましい実施形態によれば、アプリケータは円錐形部分を備えている。溝がア
プリケータによって密封できるように、溝は、特に引裂き補助具に隣接する部分において
漏斗形に構成されている。溝のアプリケータによるこのような密封は、アプリケータによ
って包装を一時的に密封する必要がある場合、特に有用である。引裂き補助具に隣接する
部分の溝の漏斗形の構成は、同時に、アプリケータを溝に再び挿入する必要がある場合に
挿入補助具として役立つ。
【００１９】
　本発明の着想のさらなる発展において、溝でのアプリケータの脱着可能な固定のために
互いに割り当てられた保持手段が、アプリケータの外面および溝の内面に設けられること
が規定される。これによれば、包装の一部を引裂いた後でも、アプリケータ自体は溝から
落ちず、そこに保たれたままである。保持手段は、例えば、アプリケータの外面の溝と、
溝の内面において内方へ対応して突出するウェブ等とによって構成することができる。
【００２０】
　アプリケータは、基本的に、少なくとも１つの物質を放出および／または塗布するため
に適するあらゆる形状を有することができる。従って、アプリケータは、放出チューブ、
ミキサー、小瓶、絵筆等とすることができる。好ましい実施形態によれば、アプリケータ
は細長い柄および、例えば絵筆状またはスポンジ状の頭部を備える。アプリケータはこの
ように容易かつ確実に把持することができる一方、頭部は物質を包装に受け入れ、物質を
塗布するために適している。この場合、アプリケータの柄が溝に収容され、アプリケータ
の頭部がチャンバに収容されることが好ましい。言い換えれば、アプリケータは、頭部が
物質で満たされたチャンバの方を向くのに対し、細長い柄はチャンバとは反対の方を向く
ように好適に収容される。このように、溝の２つの脆弱化領域の間の包装部分を引裂くこ
とによる包装の前述の開封の後、アプリケータの柄は露出されることにより、アプリケー
タを取出すことができる。しかしまた、物質を収容するチャンバへのアクセスを開くため
、さらに包装内にアプリケータを押し込むこともできる。代替的には、一方のチャンバか
ら当初は空のチャンバに物質を絞り出し、その中にアプリケータ頭部が突出することによ
って、この放出室からアプリケータにより物質を取出すことができるようにしてもよい。
【００２１】
　本発明による包装は、キャリヤおよび／またはカバーフィルムに形成された１つ以上の
チャンバを有することができる。このようにして、例えば異なる物質が２つのチャンバに
収容されることができ、これらの物質を施用する直前に初めて互いに混合されるようにす
ることができる。さらに、最初は空であるチャンバを設けてもよく、これは、アプリケー
タが少なくとも１つの物質を取出すことができるような混合室として、または放出室とし
て役立つ。
【００２２】
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　キャリヤおよびカバーフィルムの両者は、好ましくは薄いフィルム状材料から構成され
る。この場合、キャリヤおよびカバーフィルムは同一の材料から構成される必要はない。
むしろ、キャリヤはカバーフィルムに比べて強靱な材料から構成することができる。基本
的に、包装は、プラスチック、プラスチック－金属複合材料または金属からブリスター包
装の様態で構成されることが好ましい。ブリスター包装は、ここで一般に、例えば、透明
および／または不透明材料でできた深絞り成形品（deep-drawn part）として理解される
。
【００２３】
　本発明による包装は、液体または糊状物質の貯蔵に特に適する。包装は、例えば接着剤
等の歯科製品を貯蔵し、放出するために好適に使用される。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】本発明による包装の構成要素を斜視図で示す。
【図２】アプリケータとともに図１による包装を側面図で示す。
【図３】封鎖状態にある図１による包装を斜視図で示す。
【図４】図１からの包装の詳細図を示す。
【図５】異なるアプリケータとともに図２による図を示す。
【図６】本発明のさらなる実施形態による包装の構成要素を斜視図で示す。
【図７】開封中の図６の包装を示す。
【図８】開封後の図６の包装を示す。
【図９】（ａ）～（ｆ）は、本発明による包装のさらなる実施形態を示す。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　例示的な実施形態に関して、そして図面に関して、本発明を以下に詳細に説明する。
【００２６】
　図面においては、以下が図式的に示されている。
【００２７】
　図に示された包装１は、キャリヤ２と、キャリヤ２と結合されて包装を形成するカバー
フィルム３と、から構成される。図示された実施形態において、キャリヤ２には２つの凹
部４ａ、４ｂが形成されており、これらは、カバーフィルム３が貼付されると閉じたチャ
ンバを形成する。さらに、キャリヤ２およびカバーフィルム３には、細長い凹部５ａ、５
ｂもまた形成されており、これら両方で円形断面を有する溝を形成する。
【００２８】
　図１および図２から明らかであるように、図中左側の凹部４ａには物質６が収容されて
いるのに対し、第２の（右側の）凹部４ｂおよび溝には細長いアプリケータ７が挿入され
ている。本例では、アプリケータ７は、細長い柄７ａと、第２の凹部４ｂに収容された例
えばスポンジ状の頭部７ｂと、を有する。
【００２９】
　アプリケータ７が外周溝７ｃを有し、溝がアプリケータ７の溝７ｃに係合するくびれ領
域５ｃを有することは、図４の略図から明らかである。該手段によって、包装１において
アプリケータ７が脱着可能に固定される。さらに、アプリケータ７は頭部７ｂの方向にテ
ーパ状の円錐形領域７ｄを有しており、溝には漏斗形領域５ｄが形成されている。アプリ
ケータの円錐形領域７ｄは、溝の漏斗形領域５ｄと一緒にシール面を形成し、該手段によ
って溝がアプリケータ７により密封可能である。
【００３０】
　キャリヤ２をカバーフィルム３に結合するためには、これらは密封されて互いに接着ま
たは溶接される。この場合、キャリヤ２の２つの凹部４ａ、４ｂの間の領域は、カバーフ
ィルム３に接合される。これにより、包装された状態において、物質６は、凹部４ａによ
り形成されるチャンバから凹部４ｂによって形成されるチャンバに流れ込むことができな
い。キャリヤ２のカバーフィルム３との接合部は、凹部４ａ、４ｂの間のこの領域におい
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て所要の破壊点を備えている。これにより、凹部４ａによって形成されるチャンバが圧縮
された時、凹部４ｂによって画成されるチャンバに物質６を移すことができる。代替的に
または付加的には、物質を収容する少なくとも１つのチャンバは、所要の破壊点を突き通
すアプリケータ７を用いて、アプリケータを包装内に押し込むか、すべり込ませることに
よって開封することもできる。
【００３１】
　図４の拡大図から特に明らかであるように、キャリヤ２およびカバーフィルム３は、溝
の区域において、溝の長手方向において互いに間離された２つのくびれ８を、両側に備え
ている。加えて、くびれ８の区域では、キャリヤ２およびカバーフィルム３に切込み９が
設けられている。これにより、包装１において、溝すなわちアプリケータ７の長手方向で
前後に並んだ２つの脆弱化領域が形成される。包装１の、これら２つの脆弱化領域の間に
位置する部分は、引裂き帯の様態で構成されており、包装１が既定のように開封でき、ア
プリケータ７の柄７ａが露出されるようになっている。
【００３２】
　この目的のため、キャリヤ２を越えて突出するタブ１０がカバーフィルム３に形成され
ており、包装１を開封するためにはこのタブを把持することができる。キャリヤ２とカバ
ーフィルム３との間の接合は、タブ１０の側では、２つの脆弱化領域の間で脆弱になるよ
うに構成されるか、または所要の破壊点を備えるように構成される。その一方、包装１の
、タブ１０とは反対側では、キャリヤ２とカバーフィルム３と間の接合は脆弱化されてい
ない。その結果、使用者がタブ１０を引っ張った時に、カバーフィルムをキャリヤ２から
容易に分離することが可能となる。くびれ８および切込み９によって、カバーフィルム３
における既定の引裂きを開始することができ、それにより、カバーフィルム３の、２つの
脆弱化領域の間に位置する部分が、キャリヤ２から取外される。この場合、アプリケータ
７の、柄７ａの領域が露出される。タブ１０の反対側においてはキャリヤ２とカバーフィ
ルム３との間が（より堅固に）接合されているために、キャリヤ２からのカバーフィルム
３の完全な分離は回避され、キャリヤ２においてカバーフィルム３の引裂きが継続する。
これにより、２つの脆弱化領域の間に存在するアプリケータ７の周辺の包装１の部分全体
を引裂くことができる。
【００３３】
　従って、図１および図２の、凹部４ａ、４ｂを備えた包装１の左端が包装１の右端から
分離され、これにより図１および図２の包装の右端をアプリケータ７から引離すことがで
きる。図示された実施形態において、アプリケータの柄７ａを露出した後、凹部４ａによ
って形成された物質６を収納するチャンバは依然として閉じたままである。しかしまた、
物質６が同時に露出されるように、引裂き補助部を構成してもよい。逆に、所要の破壊点
を最初に開封することによって包装が活性化され、部分を引裂くことによりようやく包装
が開封されてアプリケータが露出する。
【００３４】
　図５に図示された実施形態において、包装自体はほぼ前述した通りに構成されている。
しかし、包装に挿入されるアプリケータとしては、チューブ１１が設けられている。特に
、使用前に混合される複数の物質が包装に収容される場合には、チューブ１１にミキサー
を設けることができる。この場合、（複数の）物質の適用のために準備された端１１ａは
、チャンバとは反対を向いている。従って、チューブ１１は、アプリケータ７で定められ
ているように物質（複数も）を放出するために包装から取外されるのではなく、包装に残
る。チューブ１１またはミキサーは、本発明による包装によればとりわけ広範に露出され
ることができ、物質（複数も）を分配する際の適用を助ける。
【００３５】
　包装のさらなる実施形態が図６～８に示される。この包装は、図１～５の実施形態とほ
ぼ同じ構成を有する。この包装は、シーリング、接着、溶接等によって一体に結合された
フィルム状キャリヤ２およびカバーフィルム３から同様に構成される。
【００３６】
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　カバーフィルム３は、引裂きタブ１０と一体に形成されている。カバーフィルム３の引
裂きタブ１０の両側には、切込み（切断部）９ａ、９ｂが設けられている。これらの切込
みは、溝５ａまで到達せずに、アプリケータ７が密閉して格納されるようになっている。
一方、キャリヤ２の各部分は脆弱化されていない。溝の、引裂きタブ１０とは反対の側で
は、キャリヤ２およびカバーフィルム３に切欠きまたは凹み８ａが形成されている。すな
わち、両方の層に切欠きが設けられている。前記切欠きは、切込み９ａの反対側に配置さ
れており、凹部４ａ、４ｂから反対の方向で、アプリケータ７の円錐形シール７ｄを受け
入れる溝の広げられた部分から離間されている。図６～８において、円錐形シール７ｄは
、（柄７ａの方向で配置されている）段部を備えており、開封された包装からアプリケー
タ７が落下するのを防止している。言い換えれば、包装からのアプリケータの最初の取出
しの間、溝の少なくとも一部は広げられる必要がある。この広げられた部分によって、追
加の物質を引出すためにアプリケータを再び挿入することが容易になる。
【００３７】
　キャリヤ２とカバーフィルム３との間の結合は、引裂きタブ１０の領域Ａにおいて、す
なわち切込み９ａ、９ｂの間で脆弱にされている。これはより薄い結合区域および／また
はより脆弱な結合によって実現できる。引裂きタブ１０近傍の少なくとも領域Ａにおける
包装の外端（境界）は、キャリヤとカバーフィルムとの間の結合部を備えていないことが
好ましい。これにより、これらの２つの層は単に互いに支え合うか、または空隙によって
分離される。このため、引裂きタブ１０によるキャリヤ２のカバーフィルム３からの分離
が容易となる。しかし、溝の反対側の結合は、領域Ｂにおいて、より強力になっている。
これにより、包装を開封する間に、キャリヤ２およびカバーフィルム３は領域Ｂにおいて
互いに分離できない。
【００３８】
　図７および図８に示す通り、引裂きタブ１０と、カバーフィルム３およびキャリヤ２の
（図６で見ると）右部分、すなわちアプリケータ７の柄を覆う部分とは互いに接続された
ままであり、凹部４ａ、４ｂを備えた（図６で見ると）左部分から一体部分として分離さ
れる。
【００３９】
　図６～８に図示されたものとは対照的に、本発明の好ましい実施形態によれば、引裂き
タブを、カバーフィルムではなくキャリヤに設けてもよい。そうすると、切込み９ａ、９
ｂはキャリヤに設けられるであろう。
【００４０】
　さらに、アプリケータの円錐形の密封状態を維持する溝部分の幾何形状は、図６～８の
実施形態に図示されたものとは異なってもよい。アプリケータ７’ が少なくともこの区
域において三角形の輪郭（図９（ａ））を有する場合、キャリヤにおける凹部（エンボシ
ング）はＶ字形であってもよい（図９（ｂ））。さらに、アプリケータ７’’は、平坦な
上面を有してもよく（図９（ｃ））、この場合には平坦なカバーフィルム３（図９（ｄ）
）対してに密封するよう当接する。凹部等を備えた図９（ｅ）、（ｆ）の実施形態に示す
ように、カバーフィルム３において突出があってもよい。このような場合、アプリケータ
７’’’ は円錐形シールの領域を有する。
【００４１】
　包装の諸構成要素、すなわちフィルムおよびアプリケータは、殺菌されることが好まし
い。
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